
食 中 毒 警 報 等 発 令 要 領 

 

（目的） 

１ 夏期における食中毒の多発が予想される時期に，食中毒注意報又は 

食中毒警報（以下 「警報等」という｡）を発令し，食品等事業者のみ   

ならず県民一般に対して食品の取扱い及びその他の食品衛生に関する

注意を喚起させることにより，食中毒発生防止の一助とするとともに 

食品衛生知識の高揚を図ることを目的とする。 

（実施期間） 

２ ６月１日から９月３０日まで。 

（発令条件） 

３ 食中毒注意報 

６月１日に発令する。 

４ 食中毒警報 

以下のいずれかの項目を満たす場合に発令する。 

（１）真夏日が３日以上継続した場合。 

（２）健康福祉部長が必要と認めた場合。 

（警報等の期間） 

５ 食中毒注意報の期間は，食中毒警報の発令期間を除く６月 1 日から 

９月３０日までとする。 

６ 食中毒警報の期間は，食中毒警報発令日から９月３０日までとする。 

（警報等の発令及び広報） 

７ 健康福祉部長は，発令条件を勘案し警報等を発令するとともに，関係

機関に通報する。 

８ 警報等が発令された場合は，警報等伝達系統図（図－１）に基づき  

通報するものとする。 

９  警報等が発令された場合は，各保健所（健康福祉センター）等に   

おいてその旨の表示を行うものとする。 

 

 



附則 

１ この要領は，昭和６３年６月１日から施行する。 

２ 昭和４７年５月１８日食第８５号「食中毒警報発令要領」は廃止 

する。 

附則 

この要領は平成１２年６月１日から施行する。 

附則 

この要領は平成１５年６月１日から施行する。 

附則 

この要領は平成１６年６月１日から施行する。 

附則 

 この要領は平成２８年６月１日から施行する。 

  附則 

 この要領は平成２９年１月２６日から施行する。 

  附則 

 この要領は令和５年４月１７日から施行する。 

  



（図－１） 

食中毒警報等伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（夏期観光安全対策本部（商工労働部観光企画課）、教育庁教育振興部保

健体育課、千葉市、船橋市、柏市及び公益社団法人千葉県食品衛生協会に

ついては、警報等発令の都度健康福祉部衛生指導課から通報する。） 
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